
別　紙

１　競争に参加する者に必要な資格

 (1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人

    又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が

　　ある場合に該当する。

 (2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

 (3)　大臣官房衛生監、防衛政策局長及び防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務

    係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

 (4)　前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該

    者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でな

　　いこと。

 (5)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得な

    い事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

 (6)　防衛省が行う売買、賃貸借、請負その他の全契約からの暴力団排除を徹底するため、暴力団

　　が実質的に経営をしていない者又はこれに準ずる者でないこと。

２　入札方法

　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加

　算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）

　をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者である

　かを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

３　違約金

　　落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の１００分の５以上、契約者が契約を履行しな

　い場合は、納入予定日及び数量が予定されていない場合「（予定数量－納入済数量）×単価」の

　総額（税込）、また納入予定日及び数量が予定されている場合は、解除を申し出た日以降の「納

　入予定数量×単価」の総額（税込）の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

４　郵便入札

　　可とする。

５　入札の無効

 (1)　第１項に記載する競争参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札

 (2)　入札金額、入札者氏名及び押印が判明しがたいもの。

 (3)　郵便入札については令和7年12月11日17時00分までに到着しなかった者の入札

 (4)　警視庁及び道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する全契約から排除するよう要請が

　　あり、当該状態が継続している有資格業者の入札　

 (5)　その他、入札に関する条件に違反した者の入札



６　契約書作成の要否

　　落札者は、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の翌日から起算して

　７日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各号に規定す

　る行政機関の休日を含めない。）に、これを契約担当官に提出しなければならない。なお、契約

　担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。また、落札者がこの契約

　書案を提出しないときは、契約を結ばない落札者として、落札価格の１００分の５に相当する金

　額の損害賠償の請求をする。加えて、競争契約の参加対象等について制限を行うことがある。

　

７　落札の決定方法

　　単価にて落札を決定する。(同価の場合は抽選を行う)

８　公告の掲示場所

　　陸上自衛隊対馬駐屯地第４３６会計隊、西部方面会計隊ホームページ

　　（アドレスhttps://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/index.html）

９　公告の期間

　　令和7年11月28日～令和7年12月12日

１０　その他

 (1)　郵便入札については令和7年12月11日17時00分までに必着するよう「書留等」記録に

　残る方法で郵送し、「入札書在中」と記入すること。

　　又、郵便による入札については事前に郵送したことを会計隊担当までご連絡すること。なお、

　再度入札を実施する場合は別示する。

 (2)　入札参加を希望される方は、入札前までに資格審査結果通知書(写)を提出（ＦＡＸ可）すること。

 (3)　携行品：印鑑、筆記具

 (4)　見本提出は、令和7年12月8日10時00分までに対馬駐屯地糧食班事務室へ提出する

　　こと。不合格の場合は入札は無効とする。

 (5)　付紙の品名については見本提出とする。

　　る。

 (6)  発注単位は個・KG等とする。規格・数量及び梱包単位の関係上、官側が発注する数量と納品数量が

　　変わる可能性のある品物については、規格・数量及び梱包単位等の納品対応可能な数量単位が記載さ

　　れたものを、見本提出日の正午までに官側（糧食班・会計隊双方）に提出すること。これに記載され

　　た規格・数量及び梱包単位の数量に官側が対応できない場合、その品目の入札を無効とする場合があ



付　紙

番　号 品　名 規　格
見本提出時の数
量、特記事項

栄養・成分分析表の提出
の有無

1 ゼリータイプビタミン補給用(ﾒﾀﾞ 内訳書のとおり 1個以上

2 固形タイプエネルギー補給用(ｶﾛ) 〃 〃

3 固型タイプカルシウム補給用(S） 〃 〃

4 飲料タイプビタミン補給用A（紙) 〃 〃

5 飲料タイプビタミン補給用B(ﾍﾟｯﾄ 〃 1本以上

6 固形タイプカルシウム補給用B(ﾐﾆ 〃 1個以上

7 飲料タイプビタミン補給用(RG） 〃 1本以上

8 飲料タイプビタミン補給用(LG） 〃 〃

9 飲料タイプビタミン補給用C 〃 1個以上

10 飲料タイプカルシウム補給用ｱﾐﾉ 〃 〃

11 固形タイプエネルギー補給用(CUP 〃 〃

12 固形タイプ食物繊維補給用(ﾅｯﾂ) 〃 1本以上

18 冷凍ちぢれ太麺 〃 1袋以上

20 シューストリングポテト 〃 〃

23 六兵衛 〃 1個以上

24 はちみつ 〃 1本以上

26 大豆ミート 〃 1袋以上

41 七福神漬 〃 1袋以上

53 杏仁豆腐の素 〃 〃

58 銀ヒラスフィレ幽庵漬け 〃 1個以上

59 えびシュウマイ 〃 1袋以上

60 あじ塩麹漬け 〃 1個以上

61 銀ヒラスフィレ西京漬け 〃 〃

62 銀ヒラスフィレカレー味噌 〃 〃

74 鶏手羽明太 〃 1袋以上

75 トンカツ 〃 1個以上

81 鶏炭火焼き 〃 1袋以上

見本提出品の包装に栄
養・成分分析表が表示さ
れている場合は提出不

要、表示されてない場合
は、別途、栄養・成分分
析表を添付提出するこ

と。

※栄養・成分分析表の提
出の必要がない見本品に
ついても、品名、原産国
主原材料等製造メーカー
等合否判定に必要な項目
を明記しておくこと。無
記名の見本品については
認められない場合があり

ます。

見本提出品目



83

番　号 品　名 規　格
見本提出時の数
量、特記事項

栄養・成分分析表の提出
の有無

83 目玉焼き 内訳書のとおり 1個以上

91 乳酸菌飲料M 〃 〃

97 ベーコンマヨクロワッサン 〃 〃

114 プリンミックスの素 〃 1袋以上

119 塩ちゃんこのタレ 〃 1本以上

138 アルファ米（ドライカレー） 〃 1個以上

139 アルファ米（五目ごはん） 〃 〃

140 アルファ米（わかめごはん） 〃 〃

171 野菜ジュース 〃 1本以上

180 かつお梅 〃 100ｇ以上

189 チャツネ 〃 1本以上

197 なめこ水煮 〃 1袋以上

204 粉末ゼリーの素 〃 〃

216 赤魚煮付 〃 1個以上

218 め鯛フィーレの照焼 〃 〃

222 ぶりにんにくたまり漬 〃 〃

223 鯖みりん漬け 〃 〃

224 白身魚フライ 〃 〃

225 フライドチキン 〃 〃

226 山賊焼チキンステーキ 〃 〃

227 塩ダレチキンステーキ 〃 〃

229 レトルトオムレツ（ミート） 〃 〃

238 LLパンセット 〃 〃

243 あんかけ黒酢 〃 1本以上

244 一食マヨネーズ（タルタルソース） 〃 1袋以上

245 のり屋のふりかけ 〃 1本以上

247 ブラックペッパー（あら挽） 〃 1個以上

見本提出品の包装に栄養・
成分分析表が表示されてい
る場合は提出不要、表示さ
れてない場合は、別途、栄
養・成分分析表を添付提出

すること。

※栄養・成分分析表の提出
の必要がない見本品につい
ても、品名、原産国主原材
料等製造メーカー等合否判
定に必要な項目を明記して
おくこと。無記名の見本品
については認められない場

合があります。



284

品　名 規　格
見本提出時の数
量、特記事項

栄養・成分分析表の提出
の有無

248 タルタルソース（チューブ入り） 内訳書のとおり 1袋以上

280 デミグラスソース 〃 1本以上

284 一食ドレッシング（胡麻） 〃 1袋以上

286 袋マヨネーズ（カロリーハーフ） 〃 〃

288 コチュジャン 〃 1個以上

299 キムチの素 〃 1本以上

311 あんかけ甘酢 〃 〃

314 手ごね風ハンバーグ 〃 1個以上

315 レトルトカレーS 〃 〃

以　下　余　白

見本提出品の包装に栄養・
成分分析表が表示されてい
る場合は提出不要、表示さ
れてない場合は、別途、栄
養・成分分析表を添付提出

すること。

※栄養・成分分析表の提出
の必要がない見本品につい
ても、品名、原産国主原材
料等製造メーカー等合否判
定に必要な項目を明記して
おくこと。無記名の見本品
については認められない場

合があります。


